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①	なぜ、これほどおかしな関係

が生まれたのか 

「戦後日本」とは、もともと朝鮮戦争への 

軍事支援を条件に、米軍が独立を認めた国 

 

カーター・マグルーダー陸軍少将(1900 -1988年) 



 2 

②	なぜ、これほどおかしな関係

が続いているのか  

最大の原因は、岸信介首相が結んだ３つの密約 

１９６０年１月１９日、新安保条約と日米地位協定に署名  
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「戦後日本」の本質  

旧安保条約第１条 （要約） 

「アメリカは米軍を 

日本およびその周辺②に 

配備する権利①を持つ」（①自由使用/②自由出撃） 

                                      ↓ 

1957 年 

安保改定に先立つ日米共同声明 

「日本国内の米軍の配備と使用に

ついては、アメリカが実行可能な場

合はいつでも協議する」（部分） 
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●研究者の常識 

日米行政協定 ＝ 日米地位協定 」 

〈 安保改定で「行政協定」を「地位協定」に変更する場合は、あくまで
「見かけア ピ ア ラ ン ス（アピアランス）」だけを変えるのであって、実質的な変更はいっさ
い行わない。それが安保改定交渉を始めるにあたって、アメリカの軍部が前提
とした絶対条件であり、マッカーサーも交渉のなかで岸と藤山に対して、何度
もその点については説明をしていた 〉 
 
東郷文彦 外務省北米局安全保障課長 
「行政協定については（1958年）12月16日の外務大臣と〔マッカーサ
ー〕大使との会談の際も詳細討議されたが、アメリカ側はもともと行政協定が
そのまま存続することが新条約交渉の前提条件であり、もし行政協定の内容に
立ち入つて交渉するとなれば交渉の前提が崩れるうえに、一度手をふれれば２
年３年の交渉となり、条約交渉も見送るの他なしと強調して前途極めて困難な
るを思わしめた」(「日米相互協力及び安全保障条約交渉経緯」1960年6月) 
 
マッカーサー駐日大使 
「岸と藤山の考える改定の多くは、行政協定の見かけ（アピアランス）を改善
するだけのものです」 
「私は行政協定の実質的変更を避けるように、岸と藤山に切れ目なく圧力をか
けてきたし、岸と藤山はその見解を理解しています」（「FRUS」1959年４月
29日 ダレス国務長官への報告） 
 
ディロン国務長官代理 
「行政協定 第３条１項（合衆国は、施設及び区域内において、それらの設
定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を
有する）については、現在の表現が持っている権利をすべて維持するという条
件で、文言を変えることを認める。だがアメリカが基地を建設し、拡大できる
ことを明確にするために「設定」という言葉は残すことが望ましい」
（「FRUS」1959年４月30日 マッカーサー大使への指示） 
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密約中の密約「討議の記録」（要約） 

1960年1月6日、安保改定の調印（同19日）の2週間前に、岸政権の藤山外

務大臣とアメリカのマッカーサー駐日大使によってサインされた、「密約中の

密約」（通称は「核密約」だが、本来の意味は「事前協議密約」） 

 

Ａ〔日本の国土の軍事利用について①〕：「核兵器の地上配備」以外の、兵器

に関する米軍の軍事行動については、日本政府との事前協議は不要とする 

 

Ｂ〔他国への軍事攻撃について①〕：日本国内から直接開始
イ ニ シ エ イ ト

されるケース以外

の、米軍による他国への軍事攻撃については、日本政府との事前協議は不要と

する〔＝沖縄（当時）や韓国の米軍基地を経由してから攻撃すれば、問題はな

い〕 

 

Ｃ〔日本の国土の軍事利用について②〕：Aの「核兵器の地上配備」以外で、

旧安保条約時代に日本国内で認められていた米軍の軍事行動については、基本

的に以前と変わらず認められるものとする 

 

Ｄ〔他国への軍事攻撃について②〕：米軍の日本国外への移動については、日

本政府との事前協議は不要とする〔＝一度国外に出たあと、米軍がどんな軍事

行動をとろうと日本政府は関知しない／藤山外務大臣が国会で明言〕 

 

上記のＡ＋Ｃの内容が、同日結ばれた「基地権密約」となり、 

同じくＢ＋Ｄの代表的なケースへの対応が「朝鮮戦争・自由出撃密約」となる 

 

そして前者の「基地権密約」が安保改定後、「日米合同委員会」の議事録に編

入され、後者の「朝鮮戦争・自由出撃密約」も同じく安保改定後、新設された

「日米安保協議委員会（現在の「２＋２」）」の議事録に編入される。 
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なぜそんなことをしたのか 

＝安保条約を改定すべき最大のポイント 

旧安保条約・第３条 （要約） 

「日本における米軍の法的権利は、 

両政府間の行政上の協定＊ 

（administrative agreements）で決める」  

          ↓  

新安保条約・第６条後半（要約）  

「日本における米軍の法的権利は、

日米地位協定と、その他の合意さ

れる取り決めで運営する」 
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米軍に異常な特権をもたらす 

日米安保の法的構造 
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「密約は存在しない（＝成立していない）」と

強弁するために外務省が行った文書改ざん 
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東京新聞 2018年 11月８日朝刊
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戦後の日本外交・最大の恥部 

航空母艦「ミッドウェイ」の横須賀・母港化（1973年）と

「非核三原則」での佐藤首相のノーベル平和賞受賞(1974年) 

 
 

「ミッドウェイ」が核攻撃用の爆撃機を多数搭載する空母であることは、1978

年２月にグラハム・クレイター海軍長官が議会で証言。これは事実上、外国軍

の核攻撃基地が日本の国土のなか（港湾内）に作られたようなもの。どんな説

明も不可能。国務省も反対→「地位協定の考え方」 



 13 

鳩山首相に提示された偽造文書 
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[社会新報2018年 12月 19日号 

（同12日発行） 
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ついに始まった辺野古埋め立て 

 
辺野古弾薬庫と沖縄核密約
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朝鮮戦争終結への動きに、 

ただひとり抵抗した安倍首相 

 
（「ニューヨーク・タイムズ」の風刺漫画 ２０１８年４月２９日） 

歴史的な南北融和が進むなか、「北朝鮮に最大限の圧力を」と一人だけ言い続

け、最後はトランプにまで「もう、その言葉は使いたくない」と言われてしま

った安倍首相。 
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今回の新発見 旧安保条約 ＝ 新安保条約 
行政協定・第24条（原文） 

「日本区域において敵対行為〔＝戦争〕または敵対行為

の急迫した脅威が生じた場合には①、日本国政府及び合

衆国政府は②、日本区域の防衛のため必要な共同措置を

とり③、かつ、安全保障条約第一条の目的を遂行するた

め、ただちに協議しなければならない④」 

           ↓ 

新安保条約・第５条（要約）（上記①②③の部分） 

〈日米両政府は、日本の国土内でどちらかの国への武力

攻撃が行われた時は（それを自国の平和と安全への脅威

と認め）共通の危機に対処するように行動する〉 

	

新安保条約・第４条（要約）（上記①②④の部分） 

〈日米両政府は、日本の安全と、東アジア（極東）の平

和と安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれ

か一方の国の要請があれば協議する〉 
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【補遺①】主権喪失のチャート図 

 

  



 19 

【補遺②】「密約の効力」をめぐる議論に
混乱をもたらす「帝国の方程式」 
 

  P ＜  T 
  （政治的な権利）        （条約上の権利） 

    ↓ 

  P ＝  T 
  （政治的な権利）        （条約上の権利） 

 


